
再利用計画書を次のとおり提出します。

1

1

1

廃棄物の種類

一般廃棄物

産業廃棄物

選任年月日

廃棄物管理責任者講習会受講年月日（直近）

３ 今後の具体的取組について

メールアドレス　　　●●●●＠▲▲▲▲. ■■■■.jp

　テナント会議でごみの発生量及び廃棄量を減らすよう協力を呼び掛け
る。

清掃工場

●×商事

再利用計画書　記入者名

　再利用率を１０％アップさせる。

●年　●月　●日

●年　●月　●日

法人名　株式会社　世田谷商事

所属名・職名　総務部長

（株）●●紙業古紙・ダンボール等
再生資源回収業者

今　 年　 度　 の 　目 　標 廃　 棄　 物　 管　 理　 責　 任　 者

発泡スチロール

廃油

再生資源の種類

（　世田谷　太郎　　　　連絡先 　０３ （●●●● ）  ▲▲▲▲ ）

氏名・ふりがな　　せたがや　　たろう
　　　　　　　　　　　世田谷　　　太郎

電話番号  ０３ （●●●● ）  ▲▲▲▲   （内線）■■■■

（株）●×商会

▲▲興業㈱

■■油脂（株）

（有）××ｴﾅｼﾞｰ

■●リサイクル（株）

■■油脂（株）

別館の名称

所在地

階数及び延べ床面積

所在地・〒154-0017
　　　　　　　世田谷区世田谷４－２１－２７

　テナントの移転が予定されているため、段ボール類の発生量が増える
　見込みである。

世田谷〇〇ビル別館

世田谷区世田谷△－△－△

　地上       ３ 階  　地下          階    １，０００ ㎡

１ 今年度計画と前年度実績を比較して増減した理由

２ ごみ減量及び再利用についての今年度の目標

持込先

●×商店

厨芥

廃棄物の収集運搬 業者

（前々年度と前年度を比較した
評価及び変動の要因等）

再利用率５％アップを目標に取
り組んだ結果、目標を達成する
ことができ、廃棄量が減少する
とともに、職員の意識も高まり
全体の発生量も減少した。

（株）●●商会

▲▲興業（株）

●●●●

　　　        　計　　　　　  ２，５００　 ㎡

持込先

□　全ての部分をテナントが使用

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所　　　　１，５００㎡

☑　所有者及びテナントが使用

建築物（別館を含む。）を使用している事業者

所　　　　　　　　　 ㎡

店　　　　　　５００㎡

店　　　　　　５００㎡

所　　　　　　　　　　㎡

㎡　　　　　　　　　　住宅部分　　　　　　　　　㎡

※別館について

ごみ減量及び再利用の現況

事務所

工場・研究施設

店舗（飲食店を除く。）

その他（　　　　　　　　）

共用部分

許可番号

●●●●

事業用大規模建築物における再利用計画書
第２号様式（第８条関係）

（法人にあたっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

世田谷区長　　あて

令和● 年　　　●　月　　　　●●　日

建築物名称　　　　　　　世田谷〇〇ビル

建築物所在地　　　　　 世田谷区世田谷〇－〇－〇

所有者住所　　　　　　　世田谷区世田谷●－●－●

所有者氏名                                                                          

　 世田谷区清掃・リサイクル条例第２０条第３項の規定により、事業用大規模建築物における　令和●年度の

建築物（別館を含む。）を使用
している事業者の名称
※別添に代えることも可

●●企画（１F）
××不動産（２F）

所　　　　　　　　　　㎡

所　　　　　　　　　　㎡

　

同一敷地内別館の有無

建築物（別館を含む。）に出入

りする人の数

□　全ての部分を所有者が使用

計　　　　  ６００　人

建築物（別館を含む。）の使用
状況

事業に用いる場所の延べ床面積
（住宅部分を除き、共用部分を含
む。）（別館を含む。）

２，５００㎡

☑有　□無
有の場合は、下の「※別館について」の欄に記入

建　  築  　物  　の  　属　  性

建築物（別館がある場合
は、代表の建築物）の階数

地上　３階　　地下　１階

飲食店・ホテル・式場

倉庫・流通センター

医療機関

100人従業員（テナントの従業員を含む。）

500人外来者（一日平均）

株式会社世田谷〇〇
代表取締役 ○○ ○○

記入例
計画書の作成年月日を記入

テナントビルは各テナント名

とそのテナントが入っている

階を記載。

（例：Ａ店（１Ｆ）、Ｂ社（２Ｆ）、

Ｃ事業所（３Ｆ））

階段やエレベーターホールなど

不特定多数が使用する場所を

指し、事業用床面積に含む。

建築物の中に住居を含む場合

は、事業用部分と住居部分の

別館無しの場合は記

載不要。

区収集の場合は、種類を「可燃ごみ」「不燃ごみ」とし、業者欄に「区収

集」又は「世田谷区」と記載。その他の欄は記載不要。

区収集の場合は、業者欄に「区収集」又は「世

田谷区」と記載。持込先は記載不要。

可能な限り「数値化」して目標を

設定すると具体的になります。

「所有者」は、必ずしも民法上

の所有者である必要はありま

せん。建築物を事実上占有し

て使用している方や、総合的

な管理権限を与えられている

方等を所有者とみなすことが

できます。

実際の記入者名を記入。

廃棄物管理責任者本人の場合も、そうでない場合も記入。

敷地面積でなく、延床面積です。

押印不要

収集運搬業者が直接持

前年度の結果を振り

返り評価や変動の要

因を記入。

未受講の場合は空欄。



  ※必ず最新の様式を使用してください。
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8

産業廃棄物は業者によって処分方法
が異なりますが、ほとんどの種類が再
利用可能です。再利用率については
処分業者に確認してください。

紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ等の品目は、通常は「一般廃棄物」に分類されますが、下記の特定業種から出る品目によっては「産業廃棄物」に分類されま
す。「産業廃棄物」に分類される場合は、（２３）に記入してください。詳細は『事業系一般廃棄物ガイドブック』P．4の”産業廃棄物一覧表”をご確認ください。
【業種】：　建設業　　紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業　　木材又は木製品製造業、家具製造業、輸入木材卸売業
　　　　　　繊維工業　　食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業　　物品賃貸業

数値の単位を忘れずに選択（項目に
チェック）してください。

（１）～（４）に分別できない場合は、
「（５）その他の紙類」に記入してくだ
さい。

造園業者が剪定・持ち帰りした分は造
園業者の廃棄物扱いになりますので、
「（８）剪定枝等」には含めません。
草むしりや掃き掃除等で発生した草・
落ち葉等は「（８）剪定枝等」ではなく、
「（９）草・落ち葉等」に記入してくださ
い。

ベンダー（自動販売機設置業者）回収
分は記入不要です。

その他（１１）・（２２）には、他の項目に
当てはまらないものを記入してくだ
さい。

（２０）（２１）は、記入不可です。

　※本書類は廃棄物についてご報告いただくものです。売却した不要物（有価物）については記入不要です。

記入方法の詳細は冊子「事業系一般廃棄物ガイドブック」のP.19もご参照ください。


